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国立大学法人会計基準の改正状況と、その対応
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令和4年度から国立大学法人会計基準が改正され、「将来の施設・設備の更新」「法人債の償還」の目的で、
財源の内部留保ができることとなった。「知の価値」の積算の中で、これらの目的の財源を加味し、

それを大学の判断で内部留保が可能である。今後、「法定基金」についても、検討が進むと想定される。

国立大学法人会計基準注解６８
＜引当特定資産の会計処理について＞

１国立大学法人等においては、その教
育研究の水準を維持するため、保有す
る施設設備の更新を定期的に行う資金
を計画的に留保する必要がある。また、
国立大学法人等債を発行する法人にお
いては、債権者保護のため、債務の返
済に必要な資金を計画的に留保する必
要がある。

２（中略）

３引当特定資産とは、目的積立金とは
別に、施設設備の更新又は国立大学法
人等債の返済を目的として計画的に資
金を留保するための制度であり、国立
大学法人等の判断で計上することがで
きるものである。

（出典）文部科学省「令和3年度国立大学法人会計基準等検討会議（第4回）」 当方資料より抜粋
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（参考）施設設備維持管理費を、産学連携経費の中で明確に位置付けている事例

新潟大学の例

名古屋工業大学の例

新潟大学では、産学連携強
化経費のうち、「直接経費
の２％」を施設設備の維持
管理費に充てると説明して

いる。

（出典）新潟大学HPより

名古屋工業大学では、
設備の維持管理費を、

間接経費の財源を活用し、
毎年度予算化している。

（出典）CSTI有識者議員懇談会
名古屋工業大学江龍理事
発表資料より2022.5.12

※内訳としては，教員人件費相当額８％，施設設備維持管理費相当額２％の構成。
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民間企業からの間接経費は、本来は公的研究費の間接経費と異なるはず

〇大学の「規程」は
公的研究費も民間と
の研究費も同じであ
るが、その性格は異
なるはずである。

〇民間企業向けには、
海外の大学と同様、
マネジメントコスト
や将来の設備更新の
ための経費を計上す
ることが可能。

⇒一時的な収入超過
が出た財源は、引当
特定資産や法定基金
等、会計上内部留保
することが必要。
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